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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板の実装面上に配されて該実装面に対して直角方向を相手側回路基板用電気コネ
クタとの挿抜方向とする回路基板用電気コネクタであって、ハウジングと、前記ハウジン
グに保持される複数の信号端子を備え、前記ハウジングは、前記実装面に対面する底壁と
、前記挿抜方向で前記底壁から立ち上がり四つの側壁で形成される四角枠状の周壁とを有
しており、前記四つの側壁に前記複数の信号端子が保持されている回路基板用電気コネク
タにおいて、
　前記四つの側壁は、前記実装面に平行な第一方向に沿って延びる一対の側壁と、前記第
一方向に対して直角な第二方向に沿って延びる他の一対の側壁とを有しており、
　前記他の一対の側壁の壁厚は、前記一対の側壁の壁厚よりも大きく構成されており、
　前記信号端子は、前記四つの側壁のそれぞれで複数保持されており、
　前記一対の側壁に保持される前記信号端子の形状と前記他の一対の側壁に保持される前
記信号端子の形状とが異なっていることを特徴とする回路基板用電気コネクタ。
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記一対の側壁と前記他の一対の側壁とを連結する隅部を有してお
り、
　前記隅部の前記挿抜方向の高さは、前記各側壁における前記複数の信号端子の配列範囲
の高さよりも高く形成されていることとする請求項１に記載の回路基板用電気コネクタ。
【請求項３】
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　前記隅部には、前記ハウジングの外面に位置する部分を有する金具が設けられているこ
ととする請求項２に記載の回路基板電気コネクタ。
【請求項４】
　前記複数の信号端子の配列範囲で、前記一対の側壁の長さは前記他の一対の側壁の長さ
よりも長く構成されており、かつ、前記一対の側壁の壁厚は前記他の一対の側壁の壁厚よ
りも小さく構成されていることとする請求項１に記載の回路基板用電気コネクタ。
【請求項５】
　二つの平行な回路基板のそれぞれの実装面上に配されて該実装面に対し直角方向を挿抜
方向として互いに嵌合される二つの回路基板用電気コネクタを有し、いずれの回路基板用
電気コネクタも上記実装面に対面する底壁と上記挿抜方向で前記底壁から立ち上がり四つ
の側壁で形成される四角枠状の周壁とを有し、前記四つの側壁に複数の信号端子が保持さ
れている回路基板用電気コネクタの組立体において、
　いずれの回路基板用コネクタも、前記実装面に平行な第一方向に沿って延びる一対の側
壁と、前記第一方向に対して直角な第二方向に沿って延びる他の一対の側壁とを有してお
り、
　前記他の一対の側壁の壁厚は、前記一対の側壁の壁厚よりも大きく構成されており、
　前記信号端子は、前記四つの側壁のそれぞれで複数保持されており、
　前記一対の側壁に保持される前記信号端子の形状と前記他の一対の側壁に保持される前
記信号端子の形状とが異なっていることを特徴とする回路基板用電気コネクタの組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板用電気コネクタ及びその組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板に取り付けられるコネクタとして、ハウジングが回路基板の実装面に面する底
壁から立ち上がる四つの側壁で四角枠状の周壁を有し、四つの側壁のそれぞれに複数の信
号端子を設けることとした回路基板用電気コネクタが特許文献１に開示されている。
【０００３】
　特許文献１においては、ハウジングの周壁は正方形枠状をなしていて、いずれの側壁と
も同数の信号端子が保持されており、どの側壁も端子配列方向で同一長さをもち、同一壁
厚を有している。
【０００４】
　かかる回路基板用電気コネクタは、他の回路基板に実装された他の回路基板用電気コネ
クタと挿抜される。コネクタの挿抜には、両コネクタの側壁に挿抜方向の力、さらには、
特に抜出時に、抜出されようとするコネクタの傾くようなこじりにより、側壁に曲げ方向
の力が作用する。曲げ方向の力は、一つの方向で対向する一対の側壁とこれと直交する方
向の他の一対の側壁のいずれかに作用するという方向性をもつ。
【０００５】
　特許文献１のコネクタにあっては、正方形の周壁を形成する四つの側壁は端子配列方向
での長さが同じで壁厚も同じなので、上記挿抜方向の力そして曲げ方向の力等の外力に対
して、同じ強度をもつ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１２３４６８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のコネクタにあっては、正方形形状の周壁はどの側壁も同じ壁厚で同じ強度
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を有しているが、外力に対しての強度を高めようとすると、どの側壁も壁厚を厚くするこ
ととなる。一方、一般に、回路基板用電気コネクタは、他種のコネクタと同様に、小型化
、特に、回路基板の実装面積を小さくするために周壁の一辺の長さ、すなわち側壁の長さ
を短くしたいという要請がある。しかしながら、特許文献１のコネクタの強度を高めよう
とすると、どの側壁も壁厚が厚くなるので、結果的に周壁はどの辺でも側壁が長くなり、
小型化が図れない。
【０００８】
　上記コネクタに作用する外力のうち、側壁に対して好ましくないのは相手コネクタのこ
じりにより受ける曲げ方向の力である。その理由は、相手コネクタの挿抜による挿抜方向
の力は四つの側壁に分散して作用し、こじりによる曲げ方向の力は対向するいずれか一対
の側壁のみに作用すること、さらには、曲げ方向の力自体が挿抜方向の力よりも高い応力
を側壁の基部にもたらすことである。
【０００９】
　本発明は、かかる事情に鑑み、コネクタの小型化を図るとともに、こじりによる曲げ方
向の力に対しても対応できる回路基板用電気コネクタ及びその組立体を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る回路基板用電気コネクタ及びその組立体は、次のように構成される。
【００１１】
　＜回路基板用電気コネクタ＞
　回路基板の実装面上に配されて該実装面に対して直角方向を相手側回路基板用電気コネ
クタとの挿抜方向とする回路基板用電気コネクタであって、ハウジングと、前記ハウジン
グに保持される複数の信号端子を備え、前記ハウジングは、前記実装面に対面する底壁と
、前記挿抜方向で前記底壁から立ち上がり四つの側壁で形成される四角枠状の周壁とを有
しており、前記四つの側壁に前記複数の信号端子が保持されている回路基板用電気コネク
タにおいて、
　前記四つの側壁は、前記実装面に平行な第一方向に沿って延びる一対の側壁と、前記第
一方向に対して直角な第二方向に沿って延びる他の一対の側壁とを有しており、
　前記他の一対の側壁の壁厚は、前記一対の側壁の壁厚よりも大きく構成されていること
を特徴とする回路基板用電気コネクタ。
【００１２】
　このように構成される本発明にあっては、互いに直角をなす第二方向そして第一方向で
それぞれ対向する一対の側壁そして他の一対の側壁のうち、一対の側壁の壁厚を他の一対
の側壁より小さくすることで、この一対の側壁が対向する上記第二の方向でのコネクタを
小型化でき、前記一対の側壁より壁厚が大きい他の一対の側壁で、端子を介して伝達され
るこじりによる曲げ応力を受けることで強度の確保を図ることができる。すなわち、前記
他方の一対の側壁が対向する前記第一方向に対し直角な第二方向で、こじりによる曲げ応
力を受けるように取り扱うように定めることで、こじりにも対応できる。
【００１３】
　本発明において、前記ハウジングは、前記一対の側壁と前記他の一対の側壁とを連結す
る隅部を有しており、
　前記隅部の前記挿抜方向の高さは、前記各側壁における前記複数の信号端子の配列範囲
の高さよりも高く形成されていることが好ましい。こうすることで、相手コネクタとの嵌
合開始時に、相手コネクタは、先ず上記隅部で案内され、その後に端子を保持する側壁で
案内されることになり、相手コネクタが正規位置からずれた位置で嵌合されようとしたと
きに相手コネクタは隅部に衝突して正規位置にもたらされてから嵌合がなされるので、相
手コネクタが端子に衝突することを阻止できる。
【００１４】
　本発明において、前記隅部には、前記ハウジングの外面に位置する部分を有する金具が
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設けられているようにすることができる。こうすることで、相手コネクタが隅部に衝突し
てもハウジングが金具で保護されて損傷することがなくなる。
【００１５】
　本発明において、前記複数の信号端子の配列範囲で、前記一対の側壁の長さは前記他の
一対の側壁の長さよりも長く構成されており、かつ、前記一対の側壁の壁厚は前記他の一
対の側壁の壁厚よりも小さく構成されているようにすることができる。換言すれば、コネ
クタの長手方向となる側壁を薄くすることで、広い範囲でのコネクタの小型化を図ること
ができる。
【００１６】
　本発明において、前記一対の側壁に保持される前記信号端子の形状と前記他の一対の側
壁に保持される前記信号端子の形状とは、異なるように形成できる。
【００１７】
　＜回路基板用電気コネクタの組立体＞
　この組立体は、次のように構成される。
【００１８】
　二つの平行な回路基板のそれぞれの実装面上に配されて該実装面に対し直角方向を挿抜
方向として互いに嵌合される二つの回路基板用電気コネクタを有し、いずれの回路基板用
電気コネクタも上記実装面に対面する底壁と上記挿抜方向で前記底壁から立ち上がり四つ
の側壁で形成される四角枠状の周壁とを有し、該周壁の各側壁に複数の信号端子が保持さ
れている回路基板用電気コネクタの組立体において、
　いずれの回路基板用コネクタも、実装面に平行な第一方向に沿って延びる一対の側壁と
、前記第一方向に対して直角な第二方向に沿って延びる他の一対の側壁とを有しており、
　前記他の一対の側壁の壁厚は、前記一対の側壁（１３、５３）の壁厚よりも大きく構成
されていることを特徴とする回路基板用電気コネクタの組立体。
【００１９】
　かかる組立体は、嵌合される二つの回路基板用電気コネクタを既述の回路基板用電気コ
ネクタの構成をもつようにすることで得られる。このような組立体によると、二つの回路
基板用電気コネクタのいずれにおいても、上記第二方向でのコネクタの小型化、そしてこ
れに直角な第一方向で対向する前記他の一対の側壁でこじりに対応することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本発明による回路基板用電気コネクタそしてその組立体にあっては、四
角枠状の周壁を形成する四つの側壁のうち、第二方向で対向する一対の側壁に対し、第一
方向で対向する一対の側壁の壁厚を大きくすることとしたので、前記第二方向での側壁の
壁厚を小さくしてこの第二方向でのコネクタの小型化を図り、第一方向で対向する壁厚の
大きい他の一対の側壁でこじりによる曲げ方向の力に対応することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態としての回路基板用プラグ電気コネクタ（以下「プラグコネ
クタ」）を回路基板に取り付けられた状態で示す斜視図である。
【図２】図１のプラグコネクタに嵌合されて組立体をなすための相手コネクタとしての回
路基板用レセプタクル電気コネクタ（以下「レセプタクルコネクタ」）を他の回路基板に
取り付けられた状態で示す斜視図である。
【図３】図１のプラグコネクタと図２のレセプタクルコネクタの組立体を両コネクタの嵌
合前の状態で示す図１そして図２における第一信号端子の配列方向で中央の第一信号端子
位置でのＹＺ平面での断面図である。
【図４】図１のプラグコネクタと図２のレセプタクルコネクタの組立体を両コネクタの嵌
合前の状態で示す図１そして図２における第二信号端子の配列方向で中央の第二信号端子
位置でのＺＸ平面での断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　以下、添付図面にもとづき、本発明の一実施形態を説明する。
【００２３】
　図１において、プラグコネクタＩは、回路基板Ｐ１に取り付けられている。該プラグコ
ネクタＩは、電気絶縁材のプラグハウジング１０に第一信号端子２０と、第二信号端子３
０と、金具４０が取り付けられていることで構成されている。
【００２４】
　プラグハウジング１０は、回路基板Ｐ１の実装面に対面する平面形状が四角板形の底壁
１１と、底壁１１の周囲から立ち上がる四角枠状の周壁１２を有する。この周壁１２は、
四つの側壁から形成されており、第一方向としての第一端子配列方向Ｘに沿って延びる一
対の側壁１３と、この第一方向に直角な第二方向としての第二端子配列方向Ｙに沿って延
びる他の一対の側壁１４とを有している。すなわち、一対の側壁１３は第二端子配列方向
Ｙで対向して配置されており、他の一対の側壁１４は第一端子配列方向Ｘで対向して配置
されている。
【００２５】
　図１において、空間に直交立体座標軸ＸＹＺを設定しており、プラグコネクタＩのプラ
グハウジング１０に設けられた周壁１２の一対の側壁１３が延び第一信号端子２０を配列
保持している方向を第一端子配列方向Ｘ、側壁１３が延びる方向に直角な方向で他の一対
の側壁１４が延び第二信号端子３０を配列保持している方向を第二端子配列方向Ｙとして
いる。したがって、第一端子配列方向Ｘと第二端子配列方向Ｙとを含む面に位置する底壁
１１に直角な方向をコネクタの挿抜方向Ｚとしている。
【００２６】
　プラグハウジング１０の一対の側壁１３と他の一対の側壁１４とは、それらの端部をな
す四箇所で隅部１５によって連結されていて、挿抜方向Ｚから見て四角枠状をなす周壁１
２を形成している。側壁１３には第一端子配列方向Ｘで両方の端部、すなわち隅部１５寄
りの位置に金具４０が配され、両金具４０間に複数の第一信号端子２０が配されている。
金具４０は、挿抜方向Ｚから見てＬ字状に屈曲されていて、後述するように、一部が隅部
１５を越えて側壁１４の方にまで及んでいる。側壁１４は、第二端子配列方向Ｙで、隅部
１５の近傍で金具４０の一部を保持しているとともに、両方の隅部１５の間で複数の第二
信号端子３０を配列保持している。
【００２７】
　周壁１２の内側には、該周壁１２と間隔をもった位置で該周壁１２に囲まれるようにし
て、四角枠状の内側嵌合壁１６が底壁１１から起立して設けられている。内側嵌合壁１６
は、四つの壁がそれぞれ側壁１３および側壁１４と平行に延びている。
【００２８】
　図１に示されるように回路基板Ｐ１に取り付けられたプラグコネクタＩは、図２に示さ
れるように他の回路基板Ｐ２に取り付けられた相手コネクタとしてのレセプタクルコネク
タIIに嵌合されるが、例えば図３に見られるようにレセプタクルコネクタIIが下方に位置
して配置されて、プラグコネクタＩは、図１の姿勢を上下反転して上方から該レセプタク
ルコネクタIIに嵌合される。
【００２９】
　次に、図１及び図３そして図４を参照して、プラグコネクタＩの第一信号端子２０、金
具４０および第二信号端子３０について順に説明する。
【００３０】
　第一信号端子２０は、プラグハウジング１０の側壁１３に第一端子配列方向Ｘに沿って
所定の間隔をもって複数配列保持されている。本実施形態では、第一信号端子２０は、プ
ラグハウジング１０との一体モールド成形で、側壁１３により保持されている。第一信号
端子２０は、金属帯状素材を屈曲して作られており、側壁１３の内面と上面（図３では下
面）そして外面の一部に及んで側壁１３により保持される被保持部２１と、側壁１３の底
面に位置して外方に延び、回路基板Ｐ１のパッドＰ１Ａ－１に半田接続される接続部２２
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とを有している。被保持部２１のうち側壁１３の内面に位置する部分と外面に位置する部
分とは、レセプタクルコネクタIIの相手端子と接触するための内側接触部２１Ａと外側接
触部２１Ｂとをそれぞれ形成する。外側接触部２１Ｂの端部には段部が形成されており、
ロック部２１Ｂ－１をなしている。
【００３１】
　金具４０は、第一端子配列方向Ｘで第一信号端子２０の配列範囲の外側に位置しており
、第一信号端子２０より幅広の金属帯状素材を屈曲して作られていて、コネクタの挿抜方
向Ｚから見てＬ字状に屈曲していて、側壁１３に位置する第一金具部４０Ａと側壁１４に
位置する第二金具部４０Ｂとを有している。第一金具部４０Ａは、プラグハウジング１０
との一体モールド成形により、第一信号端子２０と同様に側壁１３の内面と上面（図３で
は下棉）そして外面の一部に及んで側壁１３により保持される被保持部４１と、側壁１３
の内面側から底面にまわり込み外方に延び、回路基板Ｐ１のパッドＰ１Ａ－２に半田接続
される接続部４２とを有している。被保持部４１のうち側壁１３の内面に位置する部分と
外面に位置する部分とは、レセプタクルコネクタIIの相手金具と接触するための内側接触
部４１Ａと外側接触部４１Ｂとをそれぞれ形成する。外側接触部４１Ｂの端部には段部が
形成されており、ロック部４１Ｂ－１をなしている。一方、第二金具部４０Ｂは、プラグ
ハウジング１０の隅部１５内に埋設されている連結部（図示されず）を介して第一金具部
４０Ａとつながっており、その一部が側壁１４の上面から外面にかけて露呈するように位
置している。側壁１４に位置し回路基板Ｐ１のパッドＰ１Ｂ－２に半田接続される第二金
具部４０Ｂの接続部は、側壁１４内に埋設された部分から底面に突出し該底面に面する範
囲に位置しており、図１そして図３には表われていない。かかる金具４０は、補強金具と
して供するのみならず、電源端子としても使用可能である。
【００３２】
　第二信号端子３０は、基本的には、第一信号端子２０に類似した形態をなしており、側
壁１４に第二端子配列方向Ｙに沿って所定の間隔をもって複数配列保持されている。第二
信号端子３０は、第二端子配列方向Ｙで両方の端部に位置する第二金具部４０Ｂの間に配
列されている。本実施形態では、第二信号端子３０は、プラグハウジング１０との一体モ
ールド成形で、側壁１４により保持されている。第二信号端子３０は、金属帯状素材を屈
曲して作られており、側壁１４の内面と上面（図３では下面）そして外面の一部に及んで
側壁１４により保持される被保持部３１と、側壁１４の底面に位置して外方に延び、回路
基板Ｐ１のパッドＰ１Ｂ－１に半田接続される接続部３２とを有している。第二信号端子
３０を保持する側壁１４は、第一信号端子２０を保持する側壁１３よりも壁厚（第一端子
配列方向Ｘでの壁の厚み）が大きく設定されている。したがって、被保持部３１の側壁１
４の上面に位置する部分は、第一信号端子２０の対応部分より大きくなっている。被保持
部３１のうち側壁１４の内面に位置する部分と外面に位置する部分とは、レセプタクルコ
ネクタIIの相手端子と接触するための内側接触部３１Ａと外側接触部３１Ｂとをそれぞれ
形成する。外側接触部３１Ｂの端部には四角形に没入して形成されたロック部３１Ｂ－１
が設けられている。
【００３３】
　プラグコネクタＩに嵌合される相手コネクタとしてのレセプタクルコネクタIIは、図２
に見られるごとく、プラグコネクタＩとは別の回路基板Ｐ２に取り付けられている。この
レセプタクルコネクタIIにおいても、プラグコネクタＩと同じ直交立体座標軸ＸＹＺ、す
なわち、第一端子配列方向Ｘ、第二端子配列方向Ｙそしてコネクタ高さ方向Ｚが設定され
ている。
【００３４】
　レセプタクルコネクタIIは、プラグコネクタＩの場合と同様に、電気絶縁材のレセプタ
クルハウジング５０に第一信号端子６０と、第二信号端子７０と、電源端子８０と、金具
９０が取り付けられていることで構成されている。
【００３５】
　レセプタクルハウジング５０は、回路基板Ｐ２の実装面に対面する平面形状が四角形板
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状をなし底壁を兼ねている中央壁５１と、中央壁５１の周囲に設けられた四角枠状の周壁
５２を有する。周壁５２は、四つの側壁から形成されており、第一方向としての第一端子
配列方向Ｘに沿って延びる一対の側壁５３と、この第一方向に直角な第二方向としての第
二端子配列方向Ｙに沿って延びる他の一対の側壁５４とを有している。すなわち、一対の
側壁５３は、第二端子配列方向Ｙで対向して配置されており、他の一対の側壁５４は第一
端子配列方向Ｘで対向して配置されている。側壁５３と側壁５４は、隅部５５により連結
されている。隅部５５は、コネクタの挿抜方向Ｚで側壁５３および側壁５４より高く形成
されていて、隅部５５の内側上面にはテーパ部５５Ａが形成されている。中央壁５１と周
壁５２との間には、プラグコネクタＩの周壁１２が嵌合する四角環状の嵌合溝５６が形成
されている。中央壁５１の外周縁、すなわち中央壁５１における嵌合溝５６側の周縁には
、後述の第一信号端子６０、電源端子８０および第二信号端子７０のそれぞれの端子の自
由端側を収容し、該自由端側の弾性変位を許容する端子自由端側収容凹部５６Ａ，５６Ｂ
，５６Ｃが形成されている。
【００３６】
　中央壁５１には、コネクタの挿抜方向Ｚで没入して形成された四角環状の内側嵌合環状
溝５７が設けられており、該内側環状溝５７に、プラグコネクタＩの内側嵌合壁１６が嵌
合するようになっている。
【００３７】
　次に、図２ないし図４を参照して、レセプタクルコネクタIIの第一信号端子６０、電源
端子８０、金具９０および第二信号端子７０について順に説明する。
【００３８】
　第一信号端子６０は、レセプタクルハウジング５０の側壁５３に第一端子配列方向Ｘに
沿って所定の間隔をもって複数配列保持されている。本実施形態では、第一信号端子６０
は、レセプタクルハウジング５０との一体モールド成形で、側壁５３により保持されてい
る。第一信号端子６０は、金属帯状素材を屈曲して作られており、側壁５３の内面と上面
に及んで側壁５３の壁厚内に埋設保持される部分を有し、逆Ｕ字状をなす被保持部６１と
、側壁５３の底面に位置して外方に延び、回路基板Ｐ２のパッドＰ２Ａ－１に半田接続さ
れる接続部６２と、嵌合溝５６内に位置するＵ字状の弾性腕部６３とを有している。被保
持部６１のうち側壁５３の内面に位置する部分は、プラグコネクタＩの相手端子と接触す
るための外側接触部６１Ａを形成している。この外側接触部６１Ａの下方には没入部が形
成されており、ロック部６１Ａ－１をなしている。また、弾性腕部６３の自由端側は、レ
セプタクルハウジング５０の底部位置から端子自由端側収容凹部５６Ａ内で挿抜方向Ｚに
沿って立ち上がり、その先端（図２，３にて上端）側に側壁５３側に向け凸弯曲した内側
接触部６３Ａを形成している。かくして、第二信号端子６０は、外側接触部６１Ａと内側
接触部６３Ａとで、プラグコネクタＩの第一信号端子２０を挟圧するようにして第一信号
端子２０と接触する。
【００３９】
　電源端子８０は、側壁５３に複数配列されている第一信号端子６０の配列範囲の外側に
位置し、隅部５５に隣接するように設けられている。本実施形態では、電源端子８０は、
レセプタクルハウジング５０との一体モールド成形で、側壁５３により保持されている。
電源端子８０は、金属帯状素材を屈曲して作られていて第一信号端子６０より幅（第一端
子配列方向Ｘでの寸法）が大きくなっており、側壁５３の内面と上面に及んで側壁５３の
壁厚内に埋設保持される部分を有し、逆Ｕ字状をなす被保持部８１と、側壁５３の底面側
に位置し外方に延び、回路基板Ｐ２のパッドＰ２Ａ－２に半田接続される接続部８２と、
嵌合溝５６内に位置するＵ字状の弾性腕部８３とを有している。被保持部８１のうち側壁
５３の内面に位置する部分は、プラグコネクタＩの相手電源端子（プラグコネクタＩの金
具４０が電源端子として用いられた場合の第一金具部４０Ａ）と接触するための外側接触
部８１Ａを形成している。この外側接触部８１Ａの下方には没入部が形成されており、ロ
ック部８１Ａ－１をなしている。また、弾性腕部８３の自由端側は、レセプタクルハウジ
ング５０の底部位置から端子自由端側収容凹部５６Ｂ内で立ち上がり、その先端（図２に
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て上端）側に側壁５３側に向け凸弯曲した内側接触部８３Ａを形成している。かくして、
電源端子８０は、外側接触部８１Ａと内側接触部８３Ａとで、プラグコネクタＩの金具４
０の第一金具部４０Ａを挟圧するようにして金具４０と接触する。
【００４０】
　金具９０は、第一端子配列方向Ｘで第一信号端子６０そして電源端子８０の配列範囲の
外側に位置しており、後述の第二信号端子７０より幅広の金属帯状素材を屈曲して作られ
ていて、コネクタの挿抜方向Ｚから見てＬ字状に屈曲していて、記側壁５３に位置する第
一金具部９０Ａと側壁５４に位置する第二金具部９０Ｂとを有している。第一金具部９０
Ａは、レセプタクルハウジング５０との一体モールド成形により、側壁５３に埋設されて
いる被保持部（したがって図には表われていない）と、側壁５３の内面側から底面にまわ
り込み外方に延び、回路基板Ｐ２のパッドＰ２Ａ－３に半田接続される接続部９２Ａとを
有している。一方、第二金具部９０Ｂは、隅部５５内に埋設されている連結部（図示され
ず）を介して第一金具部９０Ａとつながっており、側壁５４の上面から外面にかけて露呈
するように位置している。側壁５４に位置し回路基板Ｐ２のパッドＰ２Ｂ－２に半田接続
される第二金具部９０Ｂの接続部９２Ｂは、側壁５４の底面に面し外方に延出している。
かかる金具９０は、補強金具として供するのみならず、電源端子としても使用可能である
。
【００４１】
　第二信号端子７０は、基本的には、第一信号端子６０に類似した形態をなしており、側
壁５４に第二端子配列方向Ｙで所定の間隔をもって複数配列保持されている。第二信号端
子７０は、第二端子配列方向Ｙで両方の端部に位置する第二金具部９０Ｂの間に配列され
ている。本実施形態では、第二信号端子７０は、レセプタクルハウジング５０との一体モ
ールド成形で、側壁５４により保持されている。側壁５４は、第一信号端子６０を配列し
ている側壁５３よりも壁厚（第一端子配列方向Ｘでの壁の厚み）が大きく設定されている
。したがって、側壁５４は、側壁５３よりも強度が高い。第二信号端子７０は、金属帯状
素材を屈曲して作られており、側壁５４の内面と上面に及んで側壁５４の壁厚内に埋設保
持される部分を有し、逆Ｕ字状をなす被保持部７１と、側壁５４の底面に位置し外方に延
び、回路基板Ｐ２のパッドＰ２Ｂ－１に半田接続される接続部７２と、嵌合溝５６内に位
置するＵ字状の弾性腕部７３とを有している。被保持部７１のうち側壁５４の内面側に位
置する部分は、プラグコネクタＩの相手端子と接触するための外側接触部７１Ａを形成し
ている。また、弾性腕部７３の自由端側は、レセプタクルハウジング５０の底部位置から
端子自由端側収容凹部５６Ｃ内で挿抜方向Ｚに沿って立ち上がり、その先端（図２，４に
て上端）側に側壁５４側に向け凸弯曲した内側接触部７３Ａを形成している。かくして、
第二信号端子７０は、外側接触部７１Ａと内側接触部７３Ａとで、プラグコネクタＩの第
二信号端子３０を挟圧するようにして第二信号端子３０と接触する。
【００４２】
　このような本実施形態のプラグコネクタＩとレセプタクルコネクタIIは、次の要領でコ
ネクタ組立体として使用される。
【００４３】
　プラグコネクタＩは回路基板Ｐ１、レセプタクルコネクタIIは回路基板Ｐ２に取り付け
られる。プラグコネクタＩは、第一信号端子２０の接続部２２がパッドＰ１Ａ－１に、金
具４０における第一金具部４０Ａの接続部４２がパッドＰ１Ａ－２に、第二金具部４０Ｂ
の接続部（図示されず）がパッドＰ１Ｂ－２に、第二信号端子３０の接続部３２がパッド
Ｐ１Ｂ－１にそれぞれ半田接続されることで回路基板Ｐ１に取り付けられる。一方、レセ
プタクルコネクタIIは、第一信号端子６０の接続部６２がパッドＰ２Ａ－１に、電源端子
８０の接続部８２がパッドＰ２Ａ－２に、金具９０における第一金具部９０Ａの接続部９
２がパッドＰ２Ａ－３に、第二金具部９０Ｂの接続部９２ＢがパッドＰ２Ｂ－２にそれぞ
れ半田接続されることで回路基板Ｐ２に取り付けられる。
【００４４】
　このようにして、回路基板Ｐ１に取り付けられたプラグコネクタＩと回路基板Ｐ２に取
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り付けられたレセプタクルコネクタIIは、回路基板Ｐ１，Ｐ２の図示を省略した図３およ
び図４に見られるように、互いに上下方向をコネクタの挿抜方向Ｚとした姿勢で対向して
配置された後、プラグコネクタＩの周壁１２がレセプタクルコネクタの嵌合溝５６へ、プ
ラグコネクタＩの内側嵌合壁１６がレセプタクルコネクタIIの内側環状溝５７へそれぞれ
挿入されることで接続される。
【００４５】
　かくして、プラグコネクタＩの第一信号端子２０と第二信号端子３０は、レセプタクル
コネクタIIの第一信号端子６０と第二信号端子７０にそれぞれ接続され、さらに、プラグ
コネクタＩの金具４０の第一金具部４０Ａと第二金具部４０Ｂは、レセプタクルコネクタ
IIの電源端子８０と金具９０にそれぞれ接続される。
【００４６】
　プラグコネクタＩのレセプタクルコネクタIIからの抜出時には、プラグコネクタＩは挿
抜方向Ｚ方向で上方にもち上げられる。
【００４７】
　プラグコネクタＩがレセプタクルコネクタIIに対して挿抜されるとき、特に抜出される
ときには、プラグコネクタＩをレセプタクルコネクタIIの回路基板Ｐ２の実装面に対して
一方そして他方へ傾けることを繰り返す、いわゆるこじり操作が行われることが多い。こ
のようなこじり操作は、各端子やハウジングが変形または破損する原因となるおそれがあ
り、好ましくない。本実施形態では、このこじりにおける傾きの方向は、第一端子配列方
向Ｘで対向する一対の側壁１４の一方と他方に繰り返す方向にて行われるように規定され
ている。第一端子配列方向Ｘで対向するプラグコネクタＩの側壁１４は側壁１３より壁厚
が大きく構成され、同様に、第一端子配列方向Ｘで対向するレセプタクルコネクタIIの側
壁５４は側壁５３より壁厚が大きく構成されている。このような構成により、側壁１４お
よび側壁５４は、こじりによる曲げ応力に十分耐えられる。一方、こじり操作の方向では
ない第二端子配列Ｙ方向で対向する側壁１３および側壁５３は、こじりによる曲げ応力を
受けることがないので、壁厚を小さく設定することができ、プラグコネクタＩそしてレセ
プタクルコネクタIIともに、第二端子配列方向Ｙでの寸法をその分だけ小さくすることが
できる。
【００４８】
　本実施形態では、レセプタクルコネクタIIのレセプタクルハウジング５０における隅部
１５の高さが、第一信号端子６０が配列されている部分の側壁５３および第二信号端子７
０が配列されている部分の側壁５４の高さよりもコネクタの挿抜方向Ｚで高く形成されて
いる。そのため、プラグコネクタＩが正規位置から多少ずれてレセプタクルコネクタIIに
挿入されようとしても、プラグコネクタＩは第一信号端子６０と第二信号端子７０に衝突
せずに隅部１５に衝突して正規位置へ誘導されるので、これらの信号端子は保護される。
特に、この隅部１５に金具が配置されていると、その保護の機能はさらに高められる。
【００４９】
　本実施形態では、プラグコネクタＩとレセプタクルコネクタIIの両方とも、側壁の壁厚
を第二端子配列方向Ｙに延びる側壁の方が第一端子配列方向Ｘに延びる側壁よりも大きく
するように寸法関係を設定したが、両コネクタのうち一方だけに、第一端子配列方向Ｘで
のこじりに対する強度の向上そして第二端子配列方向Ｙでの小型化を図るだけでよい場合
には、この一方のコネクタに、かかる寸法関係を設定すれば十分である。
【００５０】
　本発明において、一方の一対の側壁を他方の一対の側壁よりも端子配列方向での長さを
大きくして、他方の一対の側壁の方向への傾きをもつようにこじりを許容すれば、他方の
一対の側壁は前記一方の一対の側壁よりも短いのでそれだけこじりによる曲げ応力に強く
なる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　（プラグ）ハウジング　　　　　　５２　周壁
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　１１　底壁　　　　　　　　　　　　　　５３　側壁
　１２　周壁　　　　　　　　　　　　　　５４　側壁
　１３　側壁　　　　　　　　　　　　　　５５　隅部
　１４　側壁　　　　　　　　　　　　　　６０　（第一）信号端子
　１５　隅部　　　　　　　　　　　　　　７０　（第二）信号端子
　２０　（第一）信号端子　　　　　　　　９０　金具
　３０　（第二）信号端子　　　　　　　　Ｐ１　回路基板
　４０　金具　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２　回路基板
　５０　（レセプタクル）ハウジング　　　Ｉ　（プラグ）コネクタ
　５１　中央壁　　　　　　　　　　　　　II　（レセプタクル）コネクタ

【図１】 【図２】
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